
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
三
十
七
号

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
評
価
療
養
、
患
者
申
出
療
養
及
び
選
定
療
養
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
九

十
五
号
）
第
一
条
第
一
号
及
び
第
一
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出

療
養
並
び
に
施
設
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
し
、
令

和
元
年
十
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
元
年
九
月
三
十
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
先
進
医
療
及
び
患
者
申
出
療
養
並
び
に
施
設
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
件



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚

第
三

先
進
医
療
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し
て
厚

生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る

生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施
す
る

先
進
医
療

先
進
医
療

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

削
除

六

ゾ
レ
ド
ロ
ン
酸
誘
導
γ
δ
Ｔ
細
胞
を
用
い
た
免
疫
療
法

非
小
細
胞
肺

が
ん
（
従
来
の
治
療
法
に
抵
抗
性
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）

七
～
七
十
二

（
略
）

七
～
七
十
二

（
略
）

第
四

患
者
申
出
療
養
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し

第
四

患
者
申
出
療
養
を
適
切
に
実
施
で
き
る
体
制
を
整
え
て
い
る
も
の
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施

て
厚
生
労
働
大
臣
に
個
別
に
認
め
ら
れ
た
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
実
施

す
る
患
者
申
出
療
養

す
る
患
者
申
出
療
養

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

削
除

四

チ
オ
テ
パ
静
脈
内
投
与
、
カ
ル
ボ
プ
ラ
チ
ン
静
脈
内
投
与
及
び
エ
ト
ポ

シ
ド
静
脈
内
投
与
並
び
に
自
家
末
梢
血
幹
細
胞
移
植
術
の
併
用
療
法

髄

し
よ
う

芽
腫
、
原
始
神
経
外
胚
葉
性
腫
瘍
又
は
非
定
型
奇
形
腫
様
ラ
ブ
ド
イ
ド
腫

は
い

瘍
（
再
発
し
た
も
の
又
は
難
治
性
の
も
の
に
限
る
。
）

五

削
除

五

レ
ジ
パ
ス
ビ
ル
・
ソ
ホ
ス
ブ
ビ
ル
経
口
投
与
療
法

ジ
ェ
ノ
タ
イ
プ
１

型
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
伴
う
非
代
償
性
肝
硬
変

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

八

マ
ル
チ
プ
レ
ッ
ク
ス
遺
伝
子
パ
ネ
ル
検
査
に
よ
る
遺
伝
子
プ
ロ
フ
ァ
イ

（
新
設
）

リ
ン
グ
に
基
づ
く
分
子
標
的
治
療

根
治
切
除
が
不
可
能
な
進
行
固
形
が

ん
（
遺
伝
子
プ
ロ
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
に
よ
り
、
治
療
対
象
と
な
る
遺
伝
子
異

常
が
確
認
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。)


